
○高知市職員倫理条例

平成12年12月26日 

条例第65号 

すべての職員は、全体の奉仕者であり、その職務は市民から負託された公務であることを深く自覚し、公共の

利益のために全力を挙げて職務に専念しなければならない。 

ここに、職員の公務員としての自覚を促し、公務に対する市民の信頼の確保を図り、市政の健全な発展に資す

るため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の

公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保する

ことを目的とする。 

（定義等） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 職員 地方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第３条第２項に規定する一般職に属

する高知市職員をいう。 

(２) 任命権者 法第６条第１項に規定する任命権者（同条第２項の規定により権限を委任された者を含む。）

をいう。 

(３) 事業者等 法人（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。）その他の団

体及び事業を行う個人（当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。）をいう。 

２ この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代

理人その他の者は、前項第３号の事業者等とみなす。 

（職員が遵守すべき職務に係る倫理原則） 

第３条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知

り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはな

らず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。 

２ 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利

益のために用いてはならない。 

３ 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈

与を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。 

（職員倫理規則） 

第４条 市長は、前条に規定する倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関

する規則（以下「職員倫理規則」という。）を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職

員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その

他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。 

２ 市長は、職員倫理規則の制定又は改廃に際しては、高知市職員倫理委員会の意見を聴かなければならない。 
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（贈与等の報告） 

第５条 職員倫理規則で定める職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接

待（以下「贈与等」という。）を受けたとき、又は事業者等と職員倫理規則で定める職員の職務との関係に基

づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき（ただし、当該贈

与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が職員倫理規則で定める額を超える場合に限る。）は、

次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、職員倫理規則に定めるところにより、任命権者に提出しなければ

ならない。 

(１) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額 

(２) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実 

(３) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所 

(４) 前３号に掲げるもののほか、職員倫理規則で定める事項 

２ 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書が提出されたときは、当該贈与等報告書の写しを高知市職員倫

理委員会に提出しなければならない。 

（報告書の保存及び閲覧） 

第６条 任命権者は、前条の規定による贈与等報告書を受理したときは、当該贈与等報告書を提出すべき期間の

末日の翌日から起算して５年間保存しなければならない。 

２ 何人も、任命権者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書（贈与等により受けた利益又は支

払を受けた報酬の価額が、職員倫理規則で定める額を超える部分に限る。）の閲覧を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当するものとして任命権者が認める事項に係る部分については、この限りで

ない。 

(１) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国、国際機関、国若しくは他の地方公共団体との

信頼関係が損なわれるおそれ又は他国、国際機関、国若しくは他の地方公共団体との交渉上不利益を被るお

それがあるもの 

(２) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれがあるもの 

（高知市職員倫理委員会） 

第７条 職員の職務に係る倫理の保持に資するため、高知市職員倫理委員会（以下この条において「委員会」と

いう。）を置く。 

２ 委員会は、この条例の実施に関し、必要な範囲において次の事務を行う。 

(１) 職員倫理規則の制定又は改廃に関し、市長に意見を述べること。 

(２) 任命権者から提出された贈与等報告書に関し、意見を述べること。 

(３) この条例の遵守のための体制整備に関し、任命権者に対し意見を述べること。 

(４) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べ

ること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、この条例の実施に関し、必要な意見を述べること。 
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３ 委員会は、委員３人をもって組織する。 

４ 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

６ 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

７ 第２項から前項までに規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

（任命権者の責務等） 

第８条 任命権者は、職員の職務に係る行為が市民の疑惑や不信を招くことがないよう常に注意を喚起するとと

もに、職員に対する研修に努めなければならない。 

２ 任命権者は、この条例又は職員倫理規則に違反することを理由として行った懲戒処分について、職員の職務

に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、その概要を公表することができる。 

（職員の倫理を監督する職員） 

第９条 職員の職務に関する倫理の保持を図るため、任命権者のもとに職員の倫理を監督する職員１人を置く。 

２ 職員の倫理を監督する職員は、職員に対し、その職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行う

とともに、職員の職務に係る倫理の保持のため、必要に応じて体制の整備を行う。 

（規則への委任） 

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第５条及び第６条の規定は、別に規則で定める日から施行す

る。 

２ 第５条の規定は、同条の規定の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。 

附 則（令和２年１月１日条例第４号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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○高知市職員倫理規則

平成13年７月１日 

規則第79号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高知市職員倫理条例（平成12年条例第65号。以下「倫理条例」という。）第４条第１項、

第５条第１項及び第６条第２項の規定に基づき、職員（倫理条例第２条第１項第１号に規定する職員をいう。

以下同じ。）の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。 

（倫理行動規準） 

第２条 職員は、高知市職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第１号から第３号までに掲げる倫

理条例第３条の倫理原則とともに、第４号及び第５号に掲げる規準をその職務に係る倫理の保持を図るために

遵守すべき規準として、行動しなければならない。 

(１) 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知

り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをして

はならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。 

(２) 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私

的利益のために用いてはならない。 

(３) 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者から

の贈与を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。 

(４) 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければ

ならない。 

(５) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しな

ければならない。 

（利害関係者） 

第３条 この規則において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、

当該各号に定める者（職員を除く。）をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者

又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者（倫理条例第２条第１項第２号に規定する任命

権者をいう。以下同じ。）が定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者（当

該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務す

る者に限る。）を除く。 

(１) 許認可等（行政手続法（平成５年法律第88号）第２条第３号に規定する許認可等及び高知市行政手続条

例（平成９年条例第３号。以下この項において「行政手続条例」という。）第２条第４号に規定する許認可

等をいう。）をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等（倫理条例第２条第１項第３号

に規定する事業者等及び同条第２項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。）、当該許認

可等の申請をしている事業者等又は個人（倫理条例第２条第２項の規定により事業者等とみなされる者を除

く。以下この項において「特定個人」という。）及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らか
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である事業者等又は特定個人 

(２) 補助金等（補助金等の交付に関する条例（昭和29年条例第19号）に規定する補助金及び負担金並びに利

子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下この号において同じ。）を交付する事務 当

該補助金等（市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、当該補助金等を直接にその財源

の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。）の交付を受けて当

該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしてい

る事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等

又は特定個人 

(３) 立入検査又は監査（法令（行政手続条例第２条第１号に規定する法令をいう。）の規定に基づき行われ

るものに限る。以下この号において「検査等」という。）をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特

定個人 

(４) 不利益処分（行政手続法第２条第４号に規定する不利益処分及び行政手続条例第２条第５号に規定する

不利益処分をいう。）をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人

となるべき事業者等又は特定個人 

(５) 行政指導（行政手続法第２条第６号に規定する行政指導及び行政手続条例第２条第７号に規定する行政

指導をいう。）をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は

特定個人 

(６) 執行機関（地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の２に規定する執行機関をいう。）が所掌する事

務のうち事業の改善及び調整に関する事務（前各号に掲げる事務を除く。） 当該事業を行っている事業者

等 

(７) 地方自治法第234条第１項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の

申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等 

２ 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き

続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算

して３年間（当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったと

きは、その日までの間）は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。 

３ 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の

利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その

職員の利害関係者であるものとみなす。 

（禁止行為） 

第４条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 

(１) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。 

(２) 利害関係者から金銭の貸付け（業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利

率が著しく低いものに限る。）を受けること。 

(３) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。 
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(４) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。 

(５) 利害関係者から未公開株式（金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第２条第16項に規定する金融商品

取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第１項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない

株式をいう。）を譲り受けること。 

(６) 利害関係者から供応接待を受けること。 

(７) 利害関係者と共に飲食をすること。 

(８) 利害関係者と共に遊技、ゴルフ又は旅行（公務のための旅行を除く。）をすること。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。 

(１) 利害関係者から次に掲げるものの贈与を受けること。 

ア 職員自らが主催若しくはこれに準ずる冠婚葬祭その他の社会慣習上行われる慶事又は弔事において受

領する通常一般の社交の範囲内の祝儀、香典又は供花 

イ 広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品 

ウ 多数の者が出席する式典、総会その他の催し物（これに引き続き行われる懇談会を含む。）において贈

呈される記念品 

(２) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。 

(３) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車（当該利害関係者がその

業務等において日常的に利用しているものに限る。）を利用すること（当該利害関係者の事務所等の周囲の

交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。）。 

(４) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。 

(５) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に

簡素な飲食をすること。 

(６) 多数の者が出席する式典、総会その他の催し物（これに引き続き行われる懇談会を含む。）において、

利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。 

３ 第１項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若し

くは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行わ

れた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差

額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。 

（禁止行為の例外） 

第５条 職員は、私的な関係（職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下この項において同じ。）があ

る者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及

び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信

を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第１項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行う

ことができる。 

２ 職員は、ボランティア活動をはじめとする市民が参加する自由な社会貢献活動及び自治活動を行うに際して、

それらの活動に参加している利害関係者との間においては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招
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くおそれがないと認められる場合に限り、前条第１項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うこと

ができる。 

３ 職員は、利害関係者に該当する者（第３条第１項第１号及び第４号を除く。）のうちその業務の全部又は一

部が市の事務又は事業と密接な関連を有する公益的法人等であって、高知市職員定数条例（昭和24年条例第44

号）第２条第２項第６号に規定する公共的団体その他市長が特に認める公共的団体の役職員との間においては、

公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第１項の規定

にかかわらず、同項第７号及び第８号に掲げる行為を行うことができる。 

４ 職員は、利害関係者のうち第３条第１項第２号に規定する者に該当する者であって、公共的団体の役職員で

ある者（前項の規定に該当する者を除く。）との間においては、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信

を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第１項の規定にかかわらず、同項第７号及び第８号に掲げ

る行為を行うことができる。 

５ 職員は、職務の執行に際し、交渉又は打合せを行うことが必要な利害関係者との間においては、自己の費用

を負担するとともに、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限

り、前条第１項の規定にかかわらず、同項第７号に掲げる行為を行うことができる。 

６ 職員は、前各項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断すること

ができない場合においては、倫理条例第９条第１項に規定する職員の倫理を監督する職員（以下「倫理監督員」

という。）に相談し、その指示に従うものとする。 

７ 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第29条第２項に

規定する特別職地方公務員等をいう。以下この項において同じ。）となるため退職し、引き続き特別職地方公

務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合（一の特別職地方公務

員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提とし

て職員として採用された場合を含む。）における第１項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」

とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等（地方公務員法第29条第２項に規定する特別職地方公務員等をい

う。）としての身分」とする。 

（利害関係者以外の者等との間における禁止行為） 

第６条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一

般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。 

２ 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関

係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担と

して支払わせてはならない。 

（講演等に関する規制） 

第７条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若

しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演（地方

公務員法第38条第１項の許可又は教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第17条第１項の承認を得てするも

のを除く。以下「講演等」という。）をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督員の承認を得なければなら
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ない。 

（倫理監督員への相談） 

第８条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は

利害関係者との間で行う行為が第４条第１項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない

場合には、倫理監督員に相談するものとする。 

（贈与等の報告等） 

第９条 倫理条例第５条第１項の職員倫理規則で定める職員は、地方公務員法第３条第２項に規定する一般職に

属する高知市職員とする。 

２ 倫理条例第５条第１項の職員倫理規則で定める額は、１件につき5,000円とする。 

３ 倫理条例第５条第１項の職員倫理規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。 

(１) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬 

(２) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に

関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬 

４ 倫理条例第５条第１項第４号の職員倫理規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 贈与等（倫理条例第５条第１項に規定する贈与等をいう。以下同じ。）の内容又は報酬（同項に規定す

る報酬をいう。以下同じ。）の内容 

(２) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との

関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係 

(３) 倫理条例第５条第１項第１号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠 

(４) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場

に居合わせた者の人数及び職業（多数の者が出席する式典、総会その他の催し物（これに引き続き行われる

懇談会を含む。）の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数） 

(５) 倫理条例第２条第２項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者（以下「役員等」

という。）が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名（当該役員等が複数である

ときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名） 

（贈与等報告書の様式） 

第10条 倫理条例第５条第１項の贈与等報告書（以下「贈与等報告書」という。）は、別記様式によるものとす

る。 

（贈与等報告書の提出期限） 

第11条 贈与等報告書の提出期限は、１月から３月まで、４月から６月まで、７月から９月まで及び10月から12

月までの各区分による期間（以下この条において「四半期」という。）ごとに、当該四半期の翌四半期の初日

から14日以内とする。 

（贈与等報告書の閲覧） 

第12条 倫理条例第６条第２項の職員倫理規則で定める額は、１件につき20,000円とする。 

２ 倫理条例第６条第２項に規定する贈与等報告書の閲覧（以下「贈与等報告書の閲覧」という。）は、当該贈
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与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。 

３ 贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所でこれをしなければならない。 

４ 前３項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。 

（贈与等報告書に関する委員会の意見聴取） 

第13条 任命権者は、倫理条例第７条第１項に規定する高知市職員倫理委員会（以下「委員会」という。）に贈

与等報告書（倫理条例第６条第２項ただし書に規定する事項に係る部分を除く。）を提出し、委員会の意見を

聴くものとする。 

（任命権者の責務） 

第14条 任命権者は、倫理条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、倫理条例に定めるもののほか、次に掲

げる責務を有する。 

(１) 贈与等報告書の受理、審査及び保存、贈与等報告書の委員会への提出並びに贈与等報告書の閲覧のため

の体制の整備その他の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。 

(２) 職員が倫理条例又は倫理条例に基づく規則（任命権者が別に定めるものを含む。以下同じ。）に違反す

る行為を行った場合には、厳正に対処すること。 

(３) 職員が倫理条例又は倫理条例に基づく規則に違反する行為について倫理監督員その他の適切な機関に通

知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。 

(４) 研修その他の施策により職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。 

（倫理監督員の責務等） 

第15条 倫理監督員は、倫理条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 

(１) 職員からの第５条第６項又は第８条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。 

(２) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結

果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。 

(３) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。 

(４) 倫理条例又は倫理条例に基づく規則に違反する行為があった場合に、その旨を任命権者に報告すること。 

２ 倫理監督員は、その指定する職員に、倫理条例又はこの規則に定めるその職務の一部を行わせることができ

る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年４月１日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成19年９月30日規則第69号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第５条第３項の規定は、平成14年４月１日から適用する。 

附 則（平成20年12月１日規則第149号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（令和２年４月１日規則第24号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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職員が報酬を伴う地域貢献活動を行う場合の許可基準 

 （趣旨） 

第１条 この基準は，地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第１項に規定す

る職員の営利企業等の従事制限について，高知市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成７年

規則第68号)第３条の規定に基づく許可（以下「営利従事許可」という。）の対象となる地域貢献活動

（次条に規定する活動をいう。以下同じ。）の内容等を定めることにより，同法の円滑な運用を図るこ

とで，職員の地域社会における自主的な活動を促進し，もって地域社会の活性化等に資することを目的

とする。 

（対象となる活動） 

第２条  この許可基準の対象となる地域貢献活動は，市内外の地域の発展，活性化等に寄与する活動の

うち，公益性が高く，報酬を伴うもので，かつ，次のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 保健，医療又は福祉の増進を図る活動

⑵ 社会教育の推進を図る活動

⑶ まちづくりの推進を図る活動

⑷ 観光の振興を図る活動

⑸ 農村等の振興を図る活動

⑹ 学術，文化，芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑺ 環境の保全を図る活動

⑻ 地域の安全を図る活動

⑼ 防災・災害救援活動

⑽ 子どもの健全育成を図る活動

⑾ 経済活動の活性化を図る活動

⑿ その他公共性の高い地域的又は社会的な活動で任命権者が認めるもの

（対象となる職員） 

第３条 この許可基準に基づく営利従事許可の対象となる職員は，次のいずれにも該当する職員とする。 

⑴ 一般職の職員（パートタイム会計年度任用職員を除く。）

⑵ 地域貢献活動の開始予定日において，在職１年以上の者又は在職１年未満で任命権者が適当と認

める者 

⑶ 一般職の職員（会計年度任用職員を除く。）については，地域貢献活動の開始予定日の直近の人事

考課が「Ｃ」又は「Ｄ」でない者 

⑷ 地域貢献活動の開始予定日の直近１年間において，療養休暇の取得期間が30日未満であり，健康状

態が良好である者 

⑸ 地域貢献活動の開始予定日の直近１年間において，懲戒処分又は休職処分を受けていない者

（許可基準） 

第４条 任命権者は，前条に規定する職員が，営利企業等従事許可申請書（別記様式）により地域貢献活

動に係る営利従事許可の申出をしたときは，次に掲げる要件を全て満たす場合に，許可することができ

る。 

⑴ 勤務時間外，週休日及び休日における地域貢献活動であり，職務の遂行に支障を来すおそれがない
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こと。 

⑵ 活動時間数は，週８時間又は１か月30時間以内，また，勤務時間が割り振られた日において１日３

時間を超えないものとする。 

⑶ 法第33条に規定する信用失墜行為に該当するおそれがないこと。

⑷ 営利を主目的とした活動，宗教的活動，政治的活動又は法令に反する活動でないこと。

⑸ 地域貢献活動をしようとする職員が担当する業務において，当該地域貢献活動の主体となる団体

等との間に，免許，認可，許可，検査，監査，税の賦課・徴収，補助金の交付，工事の請負，物件の

使用，物品の購入等の特別な利害関係がないこと。ただし，当該業務から担当を離れた日以後３年間

については，当該業務に従事しているものとみなす。 

⑹ 報酬等が地域貢献活動として許容できる範囲であること。

（変更） 

第５条 前条の規定に基づく許可を受けた職員が，昇任，転任等により担当する業務に変更があった場

合又は，当該許可を受けた地域貢献活動の内容に変更があった場合は，変更後の内容で改めて申請し，

許可を受けなければならない。 

（活動報告） 

第６条 高知市職員倫理条例（平成12年条例第65号）第５条に規定する職員は，贈与等報告書の提出に併

せて，活動実績報告書を任命権者に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，任命権者が必要と認めるときは，前条の規定に基づき許可を受けた職員

に活動実績報告書の提出を求めることができる。 

（許可の取消し） 

第７条 任命権者は，次の事由のいずれかに該当する場合は，第４条の規定に基づく許可を取り消すこ

とができる。 

⑴ 第４条各号の要件に該当しなくなったとき。

⑵ 職務の公平性を失う又はそのおそれがあるとき。

⑶ 法令に違反したとき。

⑷ 虚偽の申請又は報告があったとき。

⑸ 第３条の対象職員でなくなったとき。

⑹ その他任命権者が適切でないと判断したとき。

  (その他) 

第８条 この許可基準に定めるもののほか，社会貢献活動に係る営利従事許可の取扱いに必要な事項は，

任命権者が別に定める。 

附 則 

 この基準は，令和６年４月１日から施行する。 
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令和 年 月 日

（任命権者）

様

（申請者）

以下のとおり営利企業等の従事許可を申請します。

令和 年 月 日から 新規

令和 年 月 日まで 継続

勤務時間外 週休日及び休日

１回あたり 時間程度 *勤務日の上限３時間

１週間あたり 時間程度 *上限８時間

１か月あたり 時間程度 *上限30時間

収入額 年 月 週 １回 時間

円

有 （ ）

無

職名

氏名

年  月 日

（任命権者）

*　　利害関係者とは，職員がその者との間で一定の行為を行うことが，職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招く
　　おそれがあるものとして，その行為について一定の制限を加えることが適当であると考えられる者です。
　   具体的には， 職員が担当する業務と兼業先との間に，免許，認可，許可，検査，監査，税の賦課・徴収，補助金の交付，
  工事の請負，物件の使用，物品の購入等の特別な利害関係があるものが該当し，業務を離れた日以後３年間については，
　当該業務に従事しているものとみなします。

　 地方公務員法第38条第１項及び高知市職員の営利企業等の従事制限に関する規則に基づき，上記
申請を許可する。

従事を必要とする理由

本務に与える影響

本申請以外に許可を受けている兼業の有無

申請に対する所属長意見

上記従事先は，当該職員の係る
業務において利害関係者*に当
たらず，従事することは，業務に
支障がない

従事する業務に
係る事項

職の名称

職務内容及び責
任の程度

期間等

営利企業，団体等の名称

営利企業，団体等の所在地

営利企業，団体等の事業形態

営利企業等従事許可申請書（不動産賃貸関係以外）

氏名

所属

職名

別記様式
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不動産の賃借に係る営利従事等許可基準 

（趣旨） 

第１条 この基準は，地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第１項に規定す 

る職員の営利企業等の従事制限について，不動産の賃借に係る許可の取扱等を定めることにより，同 

法の円滑な運用を図ることを目的とする。 

  （許可の対象となる不動産の賃借） 

第２条  次に掲げる要件に該当する不動産の賃借は，法第38条第１項に規定する許可を受けなければな

らない。 

⑴ 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

ア  独立家屋の賃貸については，独立家屋の数が５棟以上であること。 

 イ 独立家屋以外の建物の賃貸については，貸与することができる独立的に区画された一の部分の

数が10室以上であること。 

ウ  土地の賃貸については，賃貸契約の件数が10件以上であること。 

エ 賃貸に係る不動産が劇場，映画館，ゴルフ練習場等の娯楽集会，遊技等のための設備を設けたも

のであること。 

オ 賃貸に係る建物が旅館，ホテル等特定の業務の用に供するものであること。 

⑵ 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

ア 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。 

イ 駐車台数が10台以上であること。 

⑶ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額（これらを併せて行っている場合には，これらの賃

貸に係る賃貸料収入の額の合計額）が年額500万円以上である場合 

⑷ ⑴又は⑵に掲げる不動産等の賃借と同様の事情があると認められる場合 

（許可基準） 

第３条 任命権者は，職員が法第38条第１項に規定する許可の申出をしたときは，次に掲げる要件を全

て満たす場合に，許可することができる。 

⑴ 不動産又は駐車場の管理業務を事業者に委ねること等により職員の職務の遂行に支障が生じない

ことが明らかであること。 

⑵ 職員の職務と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれ

がないこと。 

⑶ 全体の奉仕者である公務員として適当でない場合ではないこと。

 ア  職務の公正性，信頼性が確保されるものであること。 

 イ  職の品位を保持し，職全体の名誉を維持するものであること。 

（許可の申出） 

第４条  職員が前条の許可の申出をするときは，営利従事等許可申請書（別記様式）に，必要に応じて次

に掲げる書類を必要に応じて添付して，任命権者に提出するものとする。 

⑴ 不動産登記簿の謄本，図面等の賃貸する不動産の状況がわかる資料

⑵ 賃貸契約書の写し等の不動産賃貸料収入額がわかる資料

⑶ 管理会社への管理業務契約書等の不動産の管理方法がわかる資料
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⑷ その他任命権者が必要と認める資料 

２ 前項の規定に基づく許可を受けた内容に変更があった場合は，変更後の内容で改めて申請し，許可

を受けなければならない。 

（許可の取消し） 

第５条 任命権者は，次の事由のいずれかに該当する場合は，第３条の規定に基づく許可を取り消すも

のとする。 

⑴  職務の遂行に支障を来す又はそのおそれがあるとき。 

⑵  職務の公平性を失う又はそのおそれがあるとき。 

⑶  法令に違反したとき。 

⑷  信用失墜行為を行ったとき。 

⑸  虚偽の申請又は報告があったとき。 

⑹  その他任命権者が適切でないと判断したとき。 

   (その他) 

第６条  この許可基準に定めるもののほか，必要な事項は，任命権者が別に定める。 

附 則 

  この基準は，令和６年４月１日から施行する。 
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令和 年 月 日

（任命権者）

様

（申請者）

以下のとおり営利企業等の従事許可を申請します。

（独立家屋） 棟 延べ床面積 ㎡

（マンション等） 室 延べ床面積 ㎡

所在地

貸付件数 件 面積合計 ㎡

用途

所在地

駐車台数 台 機械設備の有無 有 無

所在地

（娯楽集会，遊戯等のための設備を設けた不動産）

種類 件数・規模

所在地

（旅館，ホテル等特定の業務の用に供する建物）

種類 件数・規模

所在地

合計 円

（独立家屋） 円

（マンション等） 円

円

円

円

年 日

（任命権者）

所属

職名

氏名

建物

その他

賃貸する不動産

建物

土地

駐車場
　

営利従事等許可申請書（不動産賃貸関係）

申請に対する所属長
意見

　 地方公務員法第38条第１項及び高知市職員の営利企業等の従事制限に関する規則に基づき，上記
申請を許可する。

 月

賃貸料収入の
予定年額

不動産又は駐車場の
賃貸に係る管理業務
の方法

その他

駐車場

土地

別記様式
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